
まちのストリートビジョン料金表  （消費税は、含まれております）

放映パターンや料金など、お気軽にお問合せください。
TEL/089-998-3533 FAX/089-998-3588   E-mail：machi-m.3@tau.e-catv.ne.jp

まちづくり松山　営業企画部　

放送時間 8 : 0 0～2 1 : 0 0（1 3時間放映）

放映パターン 15秒×25回／日
（2回／1時間）

15秒×50回／日
（4回／1時間）

1 5秒×2 5回／日
（2回／1時間）

15秒×50回／日
（4回／1時間）

14,000円
2 5回放映保証

期間

□上記以外の、変則的な日数および回数での放映をご希望の場合は、別途ご相談ください。

[申込受付]希望の放映開始日の7日前までに、先着順で受け付けます。
[申込み方法]所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、弊社までお申込ください。

[素材持込期限]放映開始日から4営業日前までに、ご入稿ください。
[素材持込方法]直接搬入、郵送、メールにより、受け付けます。
[入稿先]まちづくり松山　営業企画部
住所：愛媛県松山市大街道１－３－３　サンコーセントラルビル 3F                   　
E -ma i l :  m a c h i - m . 3@ t a u . e - c a t v . n e . j p
[素材仕様]Bカム（Deg i t a l  Bカム除く）、DVカム、DVD、データ（mov ,m2 t , wm v , a i等）
※HDカムでご入稿ご希望の際は、ダビング料として別途20 , 0 00円頂戴します。

※まちのストリートビジョンを運営会社「まちづくり松山」は、中心市街地の魅力の向上と活性化を目的とした組織です。
「まち」の魅力向上につながらないと判断される映像は、放映をお断りすることがあります。予めご了承ください。

※以下の項目に該当する素材は、放映できませんので、予めご了承ください。
・法令等で放映を禁止されているもの。

・公序良俗に反するもの。児童・青少年の人格形成や習慣に悪影響を

 及ぼすもの等、社会通念上放映できないと認められるもの。

 (賃金業、ファッションホテルなど)

・風俗営業に関わるもの。

・権利関係・取引の実態が不明確なもの。(マルチ商法、霊感商法など)

・通行者、公衆に不快の念を与える表現、広告主が明らかでなく

責任の所在が不明なものなど、広告表現上、不適当と認められるもの。

・宗教的、思想的意図のあるもの

・その他、弊社が不適当と認めるもの。

※全域放送・・・ギャラクシービジョン、キャッスルビジョン、アーケード内ビジョン、すべてのビジョンで放映。

※半域放送・・・大街道側（キャッスルビジョン含む）、銀天街側（ギャラクシービジョン含む）を選んで、片方で放映。

日契約（ 1日）

全域放送※半域放送※

週契約（ 7日間）

放映申込み

入稿仕様

月契約（ 2 8日間）

年契約

C M 枠

28,000円
5 0回放映保証

97,200円
1 7 5回放映保証

194,400円
3 5 0回放映保証

291,600円
7 0 0回放映保証

583,200円
1 , 4 0 0回放映保証

2,592,000円
2 1 6 , 0 0 0円 /月
8 , 7 5 0回放映保証

5,184,000円
4 3 2 , 0 0 0円 /月

17 , 5 0 0回放映保証

9,300円
2 5回放映保証

18,600円
5 0回放映保証

64,800円
1 7 5回放映保証

129,600円
３５０回放映保証

194,400円
7 0 0回放映保証

388,800円
1 , 4 0 0回放映保証

1,728,000円
1 4 4 , 0 0 0円 /月
8 , 7 5 0回放映保証

3,456,000円
2 8 8 , 0 0 0円 /月

17 , 5 0 0回放映保証

VISION

VISION まちのストリートビジョンの入稿について

VISION 放映取扱基準（ご同意事項）


